
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

１．有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式及び関連会社株式--------  移動平均法による原価法
その他有価証券　
　　時価のある有価証券------------  中間決算日の市場価格等に基づく時価法

　（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価
　　は移動平均法により算定）

　　時価のない有価証券------------  移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準および評価方法
商品・製品・原材料・仕掛品　------  総平均法による低価法
貯蔵品　-------------------------  最終仕入原価法

３．ディリバティブの評価方法--------------  時価法

４．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産　-------------------　

無形固定資産　-------------------

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。

６．引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金　--------　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

　ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
　いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
　上しております。

退 職 給 付 引 当 金　--------　従業員の退職金の支払いに備えるため、当事業年度末
　における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
　当中間会計期間末において発生していると認められる
　額を計上しております。
　なお、会計基準変更時差異（2,288百万円）については、
　５年による按分額を費用処理しております。
　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
　間（13年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤
　務期間（13～15年）による定額法により、翌事業年度か
　ら費用処理することとしております。

（追加情報）
　当社及び一部の国内連結子会社は、従来の適格退職年金
　制度を廃止し、キャッシュバランスプラン（市場金利連
　動型年金）及び確定拠出型年金制度へ移行することを決
　定し、平成１７年７月に新制度へ移行しております。
　当該移行に関しては、「退職給付制度間の移行等に関す
　る会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用し、
　その影響額は、確定拠出年金制度移行に伴う利益（50百
　万円）として特別利益に計上しております。

定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）については、定額法を採用して
おります。
耐用年数は以下の通りであります。
　　建　　　　  　物　　８年～３８年
　　機械  及び  装置　１１年～１７年
　　そ　　 の 　　他　　２年～１５年

定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内
における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。
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７．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－ス取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
　　

８．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

会計処理の変更

固定資産の減損に係る会計基準
　　　　　　当中間会計期間から｢固定資産の減損に係る会計基準｣(｢固定資産の減損に係る会計基準の
　　　　　　設定に関する意見書｣(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び｢固定資産の減損に係る会計
　　　　　　基準の適用指針｣(企業会計審議会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第6号)を適
　　　　　　用しております。
　　　　　　これによる損益に与える影響はありません。
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